
「射水市多職種連携支援
システム利用規約」を確認

申請書（様式２・３）提出

申請内容の確認後
ＩＤ登録用メール送信

(または連携依頼用紙を送付)

新規ＩＤ登録者の
オンライン申請

オンライン申請内容の承認

新規ＩＤ発行

新規ＩＤの受理

電子証明書の取得申請

電子証明書の送付

電子証明書のインストール

システムへの
ログイン・利用開始

● 申請～利用の流れ
 ①　申請書（様式２・様式３）を市に提出
　　（メール・ファックス・窓口への持参・電子申請のいずれか）
　②　ＩＤのオンライン申請
　③　ＩＤの追加に伴い利用端末が増える場合は、電子証明書の取得及び端末への
　　インストール

事業所射水市 システム提供者
（カナミックネットワーク）

０８ 追加でＩＤを発行する場合の流れ
（すでに事業所登録がある場合）

７

※ＩＤの追加に伴い利用
  端末を増やす場合は、
  電子証明書のインストール
が必要です。

※ＩＤは市での承認後、
１～２日程度で発行されます。
（土日祝日を除く）


